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（ 開会時刻  １０時００分 ） 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

あいさつをします。おはようございます。 

これから輝くふるさと常任委員会を開会します。 

ただいまの出席委員は９名です。定足数に達していますので会議は成立しました。 

今日の議事日程は、あらかじめお手元に配付しているとおりです。 

これから今日の議事日程に入ります。 

初に日程第１、議案第１号、平成21年度葛巻町一般会計補正予算（ 第３号 ）を

議題とします。 

これから質疑に入ります。質疑ありませんか。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

それでは、 初に基金の関係をお尋ねいたしたいと思います。今回基金管理費に

150,050,000円補正を、このように出しておられるわけですが、この補正についても非

常に、今年度初めて設定された公共施設等整備基金に積み立てというふうなことなわけ

でございます。今回で３回目の積み立て、350,000,000円積み立てというふうなことに

なるわけでございますが、非常に積み立てすることは、やぶさかではないというふうに

は思っております。 

そのほかに、その前に６月には町債の減債基金に１億円積み立てして、多分この財政

調整基金、町債の減債基金、それから地域づくりの振興基金、それから今回の公共施設

等の整備基金、こういったようなもの、主要基金四つ合わせれば、現在どのくらいにな

っているのか。 

それからまた、私は過去 高額の積み立てになっているような感じがいたしますが、

まずその点からお伺いをさせていただきます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

それでは、基金について私の方からお答えさせていただきます。今基金はどれ程度に

なっているかということでございますが、19 年度全体で 870,000,000 円ほどになって

おりましたが、今 20 年度の決算では 1,240,000,000 円ほど、そして 21 年度、今回

1,640,000,000円ほどに、今回の９月補正でそういう形になっておるところでございま

す。全体としての額でございますが、そういう形になっておるところでございます。 

そういう中で、財政調整基金は現在640,000,000円ほどになっておりますし、減債基

金は３億ほど、地域づくり基金も３億ほどというようなことでございまして、そのほか

に今お話ありました公共施設等整備基金は35,000,000円という額になっておるもので

ございます。 
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委員長（ 高宮一明君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

今それぞれの額をお知らせしていただいたわけですが、今世界的にも経済不況、同時

経済不況と、世界的なですね。それから、国でも県でもというようなときに、町ではこ

のような形で順調に基金が積み立てになっていると、私はもう少しこういったような部

分、積み立ても大事ですけども、町民に何かソフト事業とか、ハード事業ではなくても、

そういったような施策が、ただただ積み立てることだけが能ではないのではないのかな

というように思っておりますけども、どうですか、町民の生活からして、これまで 高

額になっているかどうかと答弁がございませんでしたけども、どうですか、このように

積み立て一辺倒で、町民に何かの生活の足し、あるいは潤い、そしてまた、いろいろな

施策があるかと思われますけども、ただただ積み立て一方の、こういったような一番苦

しい時期に何も手立てをしてやらないというふうな形になるであろうというふうに私

は思いますけども、その辺どうでしょうか。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

それでは、積み立ての考え方といいますか、についてお答え申し上げますが、まず現

在、今先ほども申し上げましたような積み立ての状況にはなっておりますが、例えば、

それでは県下の状況から見た場合、あるいは類似団体から見た場合、今のその基金の目

安というのは、具体的にこれを目安にするということも、具体的にはなっておらないわ

けでございますが、県の財政概要等公表されている中で、それぞれの町村と比較してみ

ますと、これは、ひとつには標準財政規模に対する基金の額という部分がひとつの基準

といいますか、そういう形の中に公表もされてきておりますが、そういう中で県下の市

町村の18年度、あるいは19年度でございますが、どれ程度に平均的になっているかと

いいますと、標準財政規模の30パーセントから33パーセントくらい、これは18年度、

19年度、20年度はまだ、こういうデータは出ておりませんので、そういう状況の中で、

それでは葛巻町はどれ程度かといいますと、18 年度 870,000,000 円ほどになっておっ

た時期でございますが、これが、ちょうど葛巻町の大きな災害が発生したり、そういう

状況の対策等もございまして、本当に全体的にも枯渇したといいますか、そういう状況

にあったわけでございますが、その際に標準財政規模に対する比率というのは17.5パ

ーセント程度でございまして、他の町村から比較した場合、半分程度の基金であったと

いうことでございます。その後19年度には、ちょうど23パーセントということで、や

や、何ていいますか、前よりは基金の額もかなり、そういう率も高くはなってきており

ますが、県下の平均的な市町村の状況等からした場合にしますと、23 パーセントとい
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うことでございますので、まだ10パーセントほど、19年度の比較でもそういう状況に

あるという状況がありまして、一定のそういう市町村の平均的な財政対応といいますか、

そういう分に備えての基金としては、もう少し基金としては積み立てしなければならな

いというような、平均的に見た場合そういう感じをしておりますし、また類似団体等か

らした場合も、比較しましても、さらに低い状況になっているという状況にあるもので

すから、 大限努力させていただきまして今のような状況にはなってきております。 

そういう中で、特にも今年の３月の議会でもお話申し上げておるわけでございますが、

昭和40年代から50年代にかけて公共施設をかなり整備しておりまして、築後35年か

ら40年になっている施設があると、そういう状況等を踏まえながら、一定の財源確保

をしながら、改善計画を立てて、整備していかなければならないというような、長期的

な展望に立った課題もございますので、そういう形の中に新年度から公共施設整備等基

金として整備をし、造成をさせていただいておるところでございます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

よく分かります。平均的にも満たないことも重々知っています。ただ、現在の経済社

会情勢が全く厳しいときですよね。それは、やはり 高に景気が良いときでさえ、この

平均まではいっていないわけですよ。葛巻では平均まで、こういったような基金につい

てはいっていないのが、私は通例ではなかったのかなと、その平均までいっていないこ

とは重々分かったうえで質問をさせていただいておりますが、このような厳しい、その

町民の生活も非常に厳しい、そういったような場合に何らかの、やはり積み立てるだけ

が、やはり能というふうなことではなくて、何かの施策も、やはり町民の生活に潤いを

与えるような工夫も必要ではないのかなということを申し上げたいわけです。 

それで、公共施設の整備基金だけで今年４月から始まったわけですが、一気に

350,000,000 円、こういったような財政的に余裕があると見られても決して、町民の

方々から見れば、そういうふうなことを言われてもやむを得ないのかなと、ただ、この

県下の平均に足りていない、それだけでは私はちょっと説得が低いような感じがするも

のです。それで、あれば、それに越したことはないのは重々分かっているわけです。平

均以下ということも分かっているわけです。ただ、そういったような場合に、町の施策

として何かこういったようなものを、というものが私は必要なものでございますが、具

体的には、まだ申し上げませんけれども、そういったような姿勢が大事ではないのかな

というふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 
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基金を、ただただ積み立てするだけではなくてという考え方、そのとおりでもあるわ

けでございますが、先ほども申し上げましたように、ひとつの考え方といたしましては

今定住促進、あるいは、そういう対策等も進めながら、まちづくりを進めている中で、

特にもそういう中で医療、教育の施設、あるいは福祉の施設、そういう施設等につきま

しては、住民の安心、安全を、安心して暮らせるまちづくりという部分を掲げておるわ

けでございますが、そうした中で も重要な施設というように考えておるものでござい

ます。したがいまして、そういう、特にも今病院の施設につきましても35年以上経ち

まして、昨日も病院の先生方ともいろいろお話し合いを持ちましたが、病院の設備、あ

るいは施設等についても、かなり老朽化が激しいというような意見も、たくさんいただ

いておりますし、実際にそういう状況にございまして、なんとか、やはり安心、安全な

まちづくり、町民の安心、安全なまちづくり、そういう施設を重点的に整備といいます

か、取り組んでいけるような財政基盤といいますか、そういったふうなものも十分考え

ながら、今回の公共施設等整備基金に造成しておるものでございます。 

そのほかの事業等につきましては、今現在県、国の経済対策と去年の経済対策、そし

て第２次、そういう部分等も、これまで、その地域においても、どうしても整備できな

かった事業等につきましても、そういう事業を優先的に取り組みながら全体的な、今お

っしゃいますような全体的な対策にも進めておるところでございますし、さらに今おっ

しゃいましたような意見等も踏まえながら、今後の課題等もしっかりと捉えながら対策

に充ててまいりたいと、このように考えておるものでございます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

今葛巻病院の改築問題も出てまいりましたけども、老朽化しているのは重々これも知

っているわけですが、その中で、やはり今回も350,000,000円ほどの公共施設整備、何

の施設整備をするのか議会の方に明らかにしたことはあるでしょうか。そういったよう

な部分も、やはり我々が知らない部分でそういったようなことに、というふうなことに

なれば私はいかがなものかなと、説明を、それに向けたような形であれば、それなりに

考えますけども、何の説明もなく、ただ、このような感じというようなことになるので

はないですか。ですから、こういたような部分については、もう少し議会側の方にも詳

しい説明をしたうえで、例えばそれに向けて努力しているとか、いわゆる対議会と町当

局の方でこのような説明をしたのが今回初めてではないですか、公式の場で。ですから、

そういったような部分も、もし、そのように向けていくのであれば、それなりの、やは

りお話をしたうえで、理解したうえで、やはり積み立てるのであれば話は分かるわけで

すが、そうでなければ何のために積み立てしているのか、さっぱり分からないし、そう

いうふうな、やはり説明不足のような感じがいたしますが、いかがですか。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 
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副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

お答え申し上げます。 

公共施設等整備基金につきましては、先ほども申し上げましたように、40 年代から

50 年代の広く施設を捉えての考え方の中でということで条例を設置していただきまし

て、今進めているところでございますが、その中で具体的に、ただ、今私が申し上げま

したのは、こういう問題もさらに出てきておりますので、そういう課題等も含めてとい

う意味のお話でしたわけでございますが、具体的に今お話ありましたように、ある程度

の、ある程度といいますか、今ここまで350,000,000円ほどにも積み立てをしながら、

さらにというような考え方を話している中で時期を見て、そういう町長のやはり教育、

あるいは医療福祉施設、そういう課題があるわけでございますので、そういう中に重点

的にどれを進める、整備を進めるべきかという点につきましては、もう少し時間を貸し

ていただきまして、具体的に議会の方にも当然のことながらお話を、ご説明を申し上げ

ながら、ご理解いただきながら、そういう形の中に進めていくべきものと考えておりま

すので、もう少し時間をいただきたいと思います。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

もう一つお聞きしておきたいのですが、こういったような基金の部分で、ソフト事業

への使い方、どのように考えておりますでしょうか。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

ソフト事業等につきましては、地域づくりの振興基金等、あるいは、それぞれの目的

を持った基金等もあるわけでございますが、それぞれの目的に合うような形の中に、そ

の基金を取り崩しながら進めてまいりたいと、このように考えております。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

ほかに。橋場委員。 

 

橋場清廣委員 

私も柴田委員の質問に関連して、ちょっと質問させていただきますけども、今回の一

般会計の補正予算、非常に私も疑問を持ちました。説明の中で、経済対策をもくろんだ

今回の補正であったろうと、そのような説明がありましたけれども、そうすると先ほど
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議論されております基金、基金の考え方はそのとおりなわけですけども、元々今回の補

正予算が何の意味を持ち、そして、どういう補正をしたのかというところを考えると非

常に疑問がある。当初説明の段階で経済対策という言葉を出しているわけですけども、

今回の補正、そういう意味ではどの点に配慮した補正なのか、その点お伺いします。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村上久男君 ） 

 今回の経済対策につきましては、特に役場の中では、行政の中では、今回賃金等に雇

用創出事業の中で1,900,000円ほど予算計上しておるわけでございますが、これにつき

ましては、これまで、６月補正時点までは5,776,000円ほど緊急雇用創出交付金という

ことで充当しておりますし、今回さらに公民館の図書の整理とか、土地家屋共有台帳の

整理、あるいは町有林等の歩道の除草とか、それらを含めまして1,924,000円ほど計上

したところでございまして、合わせて7,700,000円ほどの経済対策につきまして、緊急

雇用の創出事業にいたしましては予算を計上したところでございます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

橋場委員。 

 

橋場清廣委員 

大半が基金、150,000,000円という基金にいくわけですけども、現在のこの経済情勢

の中で、今総務企画課長が言ったものが本当に経済対策としての予算なのか。私は非常

に理解できないのですけども、副町長その点どうでしょうか。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

今回の分については、飽くまでも地域の経済の波及効果を高めるようなもの、あるい

は雇用に結びつくような事業等、特にも土木、あるいは建築事業等も、そういう対策の

ひとつとして、いろいろ進めておるわけでございますが、そうした事業等が地域の、や

はり経済の活性化といいますか、そういったふうなもの等に結びつくものと、このよう

には考えております。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

橋場委員。 

 

橋場清廣委員 
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国とか県とか、いわゆる国民が現在いろいろと騒いでおる、あるいは先ごろの一般質

問でも１次産業の現在の状況等、さまざまな課題が山積している中であって、今回の、

いわゆる一般会計の補正予算は、飽くまでも中長期的なものに視点がいっていて、とり

あえず雇用対策に若干振り分けている。私はどうも、本当に今の現状を理解したうえで

の今回の予算措置とは、どう見ても思えない。これは理解し難いですね。その辺、町長

どのように考えますか。基金は中長期的な対策に向けての準備、スタンバイするもので

あって、この今回の補正はそうではない。経済対策にもっと重点的に１次産業、あるい

は住民に直結したものに何か、そういったものに葛巻の課題を、それらに向けるべきで

はないのかと、私はそう思いますけども、いかがでしょうか。それだけお伺いします。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村上久男君 ） 

現在８月の臨時議会におきましては、地域活性化経済危機対策臨時交付金ということ

で、１億円からの、ちょっと細かい数字はあれですが、予算計上をさせていただきまし

た。これが一つの経済対策でございます。 

次に、第２回目経済対策の臨時交付金を充当いたしました事業について、現在第２回

目を取りまとめているところでございまして、これから県の方から、まだ、そういう申

請手続き等がないものですから、今回補正予算には計上できなかったのですが、第２弾

ということで考えておりまして、８月補正予算をお願いした後間もないということ等、

それから県の方から、まだ、そういう内示がないということで、今回大規模な補正予算

は編成することはできませんでしたけれども、現在そういう中身につきましては、まだ

調整しておりますので、これから、そういうふうな国、県からの流れを見ながら、補正

予算等につきましてもご提案申し上げたいというふうに思っているところでございま

す。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

ほかに。山岸委員。 

 

山岸はる美委員 

18ページですね、今も話に出ておりますが、緊急雇用創出の方で、18ページの分は

１名、図書の整理ということですが、これまで緊急雇用創出対策として分野ごと、また、

延べ何名の方々が現在この対策で雇用されているのか。また、この対策での雇用を待ち

望まれている方々はどの程度と見込んでおりますか。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

総務企画課長。 
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総務企画課長（ 村上久男君 ） 

緊急雇用対策につきましては、金額につきましては先ほど、ちょっとご答弁させてい

ただきましたが、これまでに本町内示いただいている額が11,969,000円ほどでござい

ますが、その６月、これまでに予算計上した額が5,700,000円ほどでございまして、雇

用している人数でございますが、町道の整備等に作業員５人、それから簡易水道施設の

整備に２名ですね、合わせて７名でございますし、これから、さらにまた４名ほどこの

事業で雇用していきたいというふうに思っているところでございます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

山岸委員。 

 

山岸はる美委員 

緊急雇用ということで、国の方の事業でありますが、なかなか景気の持ち直しが遅い

となれば、もしかしたら今後町の対策として、こういう制度みたいなものを設けるよう

な考えはないのかお伺いします。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

緊急雇用対策等につきましては、今国、県が全体的にそういう対策、そしてまた、こ

れも長期的にといいますか、そういう対応をするために県の方でも、その国からの交付

金等によりまして基金を設けて、県内のそういう対策を講じていくというような状況が

ございますので、そういう県の基金等を活用しながら、雇用対策を進めてまいりたいと、

このように考えておるものでございます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

ほかに。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

11 ページの社会福祉費でお伺いいたしたいと思います。若干の説明はあったわけで

すが、福祉関連委託料でコミュニケーション事業134,000円、これも前になっていたも

のでございますが、この事業とですね、補助金の自動車運転免許取得事業費、こういっ

たような部分、もう少し詳しく中身を教えていただきたいなと。どのような、例えば、

何ていいますか、障がい者の方々が対象になるのか。障がい者の中でもどのような方々

が、１級から６級とか７級まであるわけではございますが、どういったような方々が対

象になってくるのか。あと、これには限度額とか、そういったようなものが、どのよう

な形になっているのか、その内容についてお知らせをいただきたいなと、このように思

っております。 
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 それから、12 ページから 13 ページにかけまして、子育ての応援特別手当、今回

4,860,000円ほど出てまいっております。これも分かったようでいながら分からない部

分がございます。これまでは第１子とか２子、今回も第２子以降とか、そういったよう

な区分がどのようになっているのか、ここではっきりと、どのような方々が対象になる

のか、その内容についてお伺いをいたしたいと思います。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 野頭諭君 ） 

第１点目の障がい者の在宅福祉事業に関するご質問についてお答えをしたいという

ふうに思います。委託料でとっておりますコミュニケーション事業の関係でございます

けども、これにつきましては障がい者の自立支援法に基づきまして、地域生活支援事業

というのが創設されたわけでございますけども、その事業の一つでございます。 

対象者につきましては、聴覚障がい者等に対するものでございまして、利用する場合、

今の利用者は２名ございますけども、先天性のろう者の中で、病院なんかに通院する場

合に手話の方が間に入ってもらいまして、意思の疎通をしてもらうとか、そういうふう

なもので利用しているものでございます。現在岩手県立の視聴覚障がい者の情報センタ

ーに対しまして、派遣をお願いいたしまして、コミュニケーション事業をお願いしてい

るところでございます。 

当初概算で予算をとっていたわけでございますけども、利用者が増加したということ

で、現在２名でございますけども、その方に対するコミュニケーション事業ということ

で実施するものでございます。 

それから、２点目の子育て応援特別手当の関係のご質問でございますけども、今回

4,860,000円の予算措置をしたわけでございますけども、昨年度、20年度の第２次補正

におきまして、子育て応援特別手当が創設されまして、昨年度の事業については、先ほ

どご質問あったように小学校就学前３年間の第２子以降について36,000円を支給した

ところでございますけども、今回大きく違うのは、小学校の就学前３年間に属する子と

いうのは同じでございますけども、平成15年の４月２日から平成18年の４月４日まで

の間に生まれた、今年度末、21 年３月末において３歳から５歳の子どもに対して、今

回は第１子まで拡大するという中身でございます。前回は第２子以降ということでござ

いますけども、今回は第２子、その就学前３年間に関わって該当する人については、す

べて支給対象にしますというものでございます。したがいまして、前回は65人に対し

て支給をしましたけれども、今回は第１子に拡大されたことによって135人程度が対象

者になるというふうなものでございます。 

それから、障がい者についての部分で答弁漏れがあったと思うのですけども、自動車

運転取得免許事業でございますけども、これにつきましては、元々は県の事業であった

わけでございますけども、障がい者が社会参加をするために、自動車の改造以外につい

ても支援をするということで、免許取得事業も補助要綱の方に制定をしまして、実施を
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しているものでございます。 

身体障がい者で、障がい等級等が１級から４級のものまでのもの、または知的障がい

者のうち、自動車運転免許の受験資格を有して、初めて第１種の自動車免許を取得する

という方に支援をするということで、経費の３分の２以内の額でございますけども、限

度額が 高100,000円ということに設定をしているものでございます。以上でございま

す。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

子育て応援特別手当の関係なのですが、これは町民への周知の方法とか、あるいは支

給する、実際の支給、そういったような対応はどのようにお考えでしょうか。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 野頭諭君 ） 

住民に対する周知等の方法等についてのご質問でございますけども、今回の子育て応

援手当については基準日が10月１日ということになってございます。10月１日で、今

後ＩＣＳの方に基本的な台帳の整備をお願いいたしまして、現在国、県から示されてい

るのは12月11日以降、６か月間で支給をしてくださいというふうなことでございます。 

この間、若干間があくわけでございますけども、今回の特徴的なものは、いわゆる配

偶者の暴力等、ＤＶ対策を今回、前回の子育て支援で、いわゆるＤＶの被害を受けて子

どもさんと一緒に隠れるというか、どこかに転居した場合、実際にはもらえなかったと、

基本的には住民登録している世帯主に、いわゆる支給するというのが原則になってござ

いますけども、前回そういうふうな反省に立って、国の方でＤＶ対策もしっかりやれと

いうことで、基準日から１か月程度、そういう被害者があった場合に２か月間程度、そ

ういうふうな、いわゆる台帳整備をして、しっかりと子育て応援手当の趣旨にあった支

給をしなさいということになってございます。したがいまして、10 月１日基準日で整

備した後に、広報等で住民に周知をして、正式なＤＶ対策を措置した後に、12 月１日

から集中的な、いわゆる申請期間を設けて、速やかに口座振込等で支払いをしたいとい

うふうに考えているものでございます。以上でございます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

ほかに。姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

10 ページの協働のまちづくり事業でございますけれども、毎年 4,000,000 円ほどで
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進んできていますが、自治会単位で、これで全部この予算額で終われるのか。また、順

番待ちがどれくらいあるのかお尋ねします。 

それと、先ほどもある議員の方々から、この基金の積立金、これを、どうですか。私

も、やはり今の情勢では、なんとなくＵターン、Ｉターンというような町長の打診で進

んでいますけども、やはり若い人たちであれば、そういう方々等を呼びつけても、賃金

から企業からないと、そういうものに対しても、やはり積み立ても、基金も確かに大切

ですが、そういうものに事業を起こしていく気がないのか。やはり、おそらくＵターン、

Ｉターンの方々等もお金をたくさん持っている方ばかり来るわけではないです。今にし

てみれば、ただ葛巻の森林組合が、かなり受けているようですけども、その事業につい

ても県の方から、それなりの補助金があってやっていますけども、やはり、その事業を

進めていくにも本当にやれる、仕事をできる人が監視になってやらせていかなければな

らないと思います。そういうものについて、１年間とか、いくらか補助金を出して、町

でもやっていけばよいのではないかなと思いますけども、積立金をして悪いというわけ

ではないのですけども、やはり出すところには出して、そして若い方々を、やはり呼び

つけたら、そういう方々が生活できるような使い方も考えてほしいと思います。 

それと、16 ページの毛頭沢線改良費ですが、これで全部終われる予定なのか、そこ

をお聞かせいただきたいと思います。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村上久男君 ） 

協働のまちづくり事業でございますが、今年度各自治会からの申請に基づきます事業

内容等をまとめたものでございますが、その結果、今回の補正予算をもちまして、申請

がありました全自治会に対しましては交付できるものというふうに思っているところ

でございます。結いの再生事業と、それから協働のまちづくり事業、コミュニティ活性

化事業、特認基盤整備事業合わせまして、今回補正額をいただきまして5,500,000円ほ

どになるものでございますが、全自治会に対しまして、申請いただいたものにつきまし

ては、協働のまちづくり推進協議会で審査等もすでにしていただきました。補助対象額

も確定したものでございまして、全自治会に助成できるものと、そういうふうに思って

いるところでございます。 

それから、若者定住対策につきましての助成制度のあり方につきましては、平成 20

年度から定住促進の奨励金等を整備、若者定住奨励事業等を整備いたしまして、助成を

行ってきたところでございますが、これにつきましても昨年度は１件ほど交付しており

ますが、今年度またさらに、そういう希望者の方々等もたくさん問い合わせをいただい

ておりますし、併せまして、提供できる土地等につきましても整備を進めているところ

でございます。 

基金等との関係等につきましても、できる限り一般財源等で対応できるような内容と

いいますか、できるように対応してまいったわけでございますが、ご提案いただきまし
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た、そういうふうな若者定住等に対する助成制度につきましても、これから内容等を検

討させていただきたいなというふうに思います。以上でございます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

今第１次産業といいますか、これらに関わる雇用の対策といいますか、そういう意味

でも先ほどは林業の関係のお話もございましたが、今森林組合の方でも緑の雇用事業等

を入れながら、そういう雇用者の拡大といいますか、そういう形に進めておるところで

ございますが、いずれ林業、あるいは農業、第１次産業を基幹としている町といたしま

して、やはり、そういう事業の雇用に結びつく、あるいは、そういう形の部分の雇用対

策といいますか、これらに、さらに具体的に検討して支援をしてまいりたいと、このよ

うに思っているところでございます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 馬渕文雄君 ） 

町道毛頭沢線でございますけれども、延長が720メートル強、それから幅員につきま

しては一部拡張する部分もありますが、現幅で４メートルから５メートルほどの幅で、

全区間を本年度をもって完了したいという予定でございます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

協働のまちづくり事業のことについては分かりました。 

あと、積み立て基金ですが、できれば、やはり林業関係とか土木関係ではなくて、や

はりだれでも、パートでも賃金でも使えるような補助制度にできないものか。例えばみ

んなで、商店でも酪農家でも林業でも、もし１人使ったら1,000円くらいは交付できま

すよと、補助を出しますよというようなことになれば、だれでも働く、今おそらく働き

たいという方々がたくさんあると思いますので、１時間でも２時間でも働きたいと、１

日でも働きたいというような方々がたくさん見えています。ですから、その積み立て基

金も大切ですが、こういうものも、そろそろ考えてもよいのではないかなと思いますが、

町長どうですか。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

総務企画課長。 
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総務企画課長（ 村上久男君 ） 

姉帯議員さんからは、雇用対策について新たなご提案をいただいたものと、そういう

ふうに思っております。 

現在雇用対策の臨時交付金につきましては、いろいろ制約がございまして、失業者で

なければならないとか、そういうふうな、そして町で予算編成している部分については、

賃金が主なものでなければならないとか、そういうふうな制約等がございまして、大変

使い勝手が悪いなというふうに思っております。 

また、月日が経ちますと、どうしても一旦離職した人たちも、さらに仕事を見つけて、

新たな仕事に就いている人等もあって、なかなか厳しい状態なのですが、姉帯議員さん

からは、新たに単独な基金を設定して、そういうふうな雇用対策に向けていったらどう

か、助成をしていったらどうかというふうなことだろうと思います。ちょっと、そこま

で内容を、これまで検討していないといいますか、新たなご提案でございますので、そ

れらにつきましては、内容等につきまして十分協議させていただきたいなと思います。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

基金のことについては、検討させていただくということで、あと毛頭沢線でございま

すけども、全区間を終わるということですが、前に学校があった前のあそこを、おそら

くマンホールなのか、四角いボックスが入っているのか分かりませんけれども、何年か

前にあそこが陥没したはずでございますけれども、その部分の中身についても完成でき

るのかどうかお願いします。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 馬渕文雄君 ） 

旧毛頭沢分校の前の沢の合流地点といいますか、あそこの部分は、 近では昨年度大

きく陥没しまして、それで応急処置をして現在使っていただいているところでございま

す。今回の工事でそこの分も含めまして工事を終わる予定でございます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

ほかに。議長、質問ですか。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

質問です。 
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委員長（ 高宮一明君 ） 

はい。議長。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

まず、今住民が一番心配していることは、多分歴史的な政権交代があって、明日、明

後日には首班指名があって、新たな党が与党となり、これからの国をつくっていくとい

うことなのでありますが、その中で今もうすでに補正予算の凍結という問題が、その段

階で、本年度の今までの補正の中で未執行なものは、各都道府県、市町村に配分したも

のについても、凍結されるやいなやというような問題が含まれておりまして、盛んに、

それぞれの地方６団体でも大きな不安要素でありまして、この件について我が町に影響

はないのか。今回の補正を含めて、そういった精査をしているのかどうかということを、

まず一つ伺います。 

それから、今多くの委員から質問がありました基金管理の問題についてでありますが、

それぞれの目的はその都度しっかりと明記をされているわけでありまして、その説明は

しっかり基金条例創設のとき説明しているはずなのでありますが、その中で先に提出さ

れました月例出納検査調書、この基金に関する調書を見ますと、今年度の美術品取得基

金については取り崩しをしている、これは即やっているわけです。新たな公共施設等の

整備基金については、いまだ７月末でもこの基金調書の中には出てこない。それで、こ

れが配付されたとき、私は事務局長を通してどういうふうになっているかということを

お聞きしましたら、特に基金調書、要するに予算執行していなくても何ら支障がないと

いう答弁でありました。しかしながら、これは６月議会で目的を持って条例を決定して

いるわけなのでありますが、それ以降いまだなされていないというのはどういう管理方

法なのか。これは一般家庭におきましても、いくらでも目的のあるものは、預貯金でも

定期預金にしたり、あるいは何らかの形で無駄のないようにしたいというのが常である

わけでありますが、町の基金は特に予算執行しなくても支障がないという考え方で管理

をすべきものなのでしょうか。その辺についてお伺いします。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村上久男君 ） 

国の補正予算等に伴う凍結等の影響につきまして、私の方から答弁させていただきま

すが、現在生活関連の臨時交付金につきましては、すでに執行しているところでござい

ますし、地域活性化の臨時交付金、これにつきましては８月に約半分ほどご提案申し上

げました。その後第２次の申請、そして内示があるというふうに思っているものでござ

いますし、このほかに公共投資の臨時交付金というものが国の方から示されております

が、その内容等には、その後何ら変化といいますか、情勢が変わってきたという情報は

いただいていないところでございますので、そのまま交付執行されるものというふうに

受け止めて、現在私たちも事業を取り進めているところでございます。以上でございま
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す。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

議長。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

基金に対する考え方は、まだ出てこないようですから、統一見解をきちっと出してく

ださい。 

今総務企画課長から話がありました。国、県から何ら音沙汰もないと、しかし、何ら

かの形で、これは今後相当影響を受けるものというふうに我々は考えざるを得ない。と

いうことは、今後そういった新たな政権が考えていることに、どう対応していくかとい

うのは、これについては、やはり我が町だけが対応すべきものではありませんが、しっ

かりと町村会なり議長会なり、そういったところを通して、きちっと言うべきことは、

しっかりと我々の思いを伝えていかなければならないという、そういう責任があると思

われますが、町長その辺はいかがでしょうか。それに対しての思いをひとつ。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

まさにそのとおりだというふうに思っております。現在のところ具体的には、どの時

期にどうという、凍結等についてはまいっていないわけでありますが、そういうマスコ

ミ等の情報もございます。そういうようなことから、町村会等を通じながら、１町村だ

けでの問題ではないわけでありますので、町としての考えは常にしっかりと伝えていく

つもりであります。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

基金の関係についてお答え申し上げますが、美術品の整備基金につきましては廃止と

いうことで、年度始めにその手続きをとらせていただいておりますが、他の基金につき

ましては、積み立てにつきましては年度末といいますか、その時点で積み立てるといい

ますか、そういう形の手続きをとっている関係上、現段階で報告していないというのは、

そういう年度末の基金の整理上、そういう形にしておりますので、今お話ありましたよ

うな状況になっているものでございますが、時期的に、何ていいますか、基金の運用と

いいますか、資金の運用等もございまして、すぐそれに積み立てするという形にもなら

ない部分もございまして、資金の運用上そういう形になりまして、年度末になっておる

ものでございますのでご理解をいただきたいと思います。 
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委員長（ 高宮一明君 ） 

議長。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

ということは、普段の普通預金の中で管理をしていると。だから、そういうところを

明確にしておかなければいけないと思います。多分今回の委員の方々が質問していると

ころも、まさにその辺をしっかりと、基金管理をきちっとやっているかどうか。それを、

どう有効に活かしていくかということだと思うのですよ。決して、今これを使いなさい

とか、これこれ、こういうふうにやりなさいではなく、どう有効にできるか。まさに基

金というのは町の基金であり、これは住民の財産でもあるわけですよ。そういうことを

私は、皆さんが心配をしている。もう少し分かりやすい形でしっかりと、ただ、このく

らいありますよという形ではなくて、やはり将来に向けての考え方は、もっと分かりや

すい形でしっかりとオープンにするということを求めているのだろうというふうに、私

は思っております。 

これは、やはり実際に運用している職員サイドにもきちっと、やはり、そういう意識

改革を持っていただきながら対応してもらわないと困る。なぜならば、一つこちらから

申し上げたいことは、毎回毎回定例会の度に配付していただいている資料の差し替えが

出てきます。単純なミスの中で。ということは、私はこの時代に、ちょっと役場当局の

緊張感が足りないのではないか。対応にスピード感がない。先送り先送りと、そういう

ことに対して、住民を代表する我々議員は危機感を持っているということですよ。まさ

に、この先さらに、どういう補正の考え方、あるいは凍結部分、そういうものが出てく

るか計り知れないところがあるわけでありますが、多分今回のこの考え方を聞いており

ますと、今町が示したものは、例え政権が代わろうと、凍結されようと、示した以上は

基金を取り崩しても 後まできちっとやるということでよろしいですか。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 入月俊昭君 ） 

通常行われております、私どもが管理しております公金の管理の方法について少しご

説明をさせていただきたいと思いますが、目的を持った基金につきましては、その基金

で数か月、長いものでは６か月くらいから、短いものは１か月までの定期預金を組ませ

ていただいておりますが、その間に一般会計にあるお金につきましても、支出状況等を

勘案しながら６か月、３か月、１か月というような、新たな基金の名目ではないにしろ、

一般会計の定期預金というふうに管理をさせていただいておりました。 

今年度の例を見ますと、年度を繰り越した当時、一番あるときは定期預金で、今まで

なかったと思いますけども12億ほど定期預金で管理をさせていただいておりますし、

今現在で一般会計の定期で８億円の定期を組んでおるというような状況でございます。
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いずれ、それを運用し、また基金との運用を兼ね合わせながら、できるだけ有利な方法

で、今かなり低率の利息になっておりますけども、その中でいくらかでも稼げるものは

利息を稼ごうと思って、そのような資金運用をさせていただいておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村上久男君 ） 

 経済対策に伴います予算執行につきましてご質問をいただきました。私たちも予算提

案申し上げるときには、まず確実に歳入、財源確保ができるものをというふうに判断を

したものから順に予算等編成させていただいているところでございますし、そういうこ

とにつきましては県の方とも十分連携、連絡をとりながら財源が確保できるよう、しっ

かり進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。 

それから、度々資料等に訂正等があった件につきましては、大変お詫びを申し上げな

がら、今後気を付けてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

それから、先ほど住民会計課長の方から基金の管理等につきましても答弁いたしまし

たが、今回の決算の資料の 後のページに基金の欄がございまして、一般会計から特別

会計につきまして、昨年度の状況、増減の状況につきまして掲載してございます。運用

したもの、あるいは利息等につきましても併せまして計上させていただいております。

また、一般会計の決算書の中には財産収入のところに基金運用収入ということで、先ほ

ど答弁申し上げましたように安全、確実、有利の順に管理しているところでございます

が、基金利息等、定期預金に組んだ利息等につきましても、昨年度2,300,000円ほど基

金、貯金、預金利息等をいただいたというふうな決算になっているところでございます。

以上でございます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

経済対策の関係についてお答え申し上げますが、これまでの経済対策で決定している

分といいますか、交付決定いただいている分については今予算措置をして進めておると

ころでございますが、さらにまた、第２弾といいますか、その経済対策の部分の調整も

しているわけでございますが、今お話ありますように凍結という部分も、方向性も出て

きておりますので、そういう状況を十分見極めながら対応してまいりたいと、このよう

に考えておるものでございます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

ほかに。柴田委員。 
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柴田勇雄委員 

 また基金の問題が提起されておりますので、私も７月分の基金の調書をここに持って

きております。４月に公共施設等整備基金がこのように多額の、もう積み立てをすると

いうような部分については、当該年度の部分はこの調書でなければ見られないわけです

よ。それに作ったかどうかも、この調書では確認できない、そのようなことなのですよ。

名目さえもない、ただ、名目さえなくても、あっても、積立額がなければ、まだ積み立

てていないのだなということは、はっきりします。ただ始めから、今で 350,000,000

円も６月に、町債の減債基金も１億も積み立てております。これについても、この積立

額の中には出てきておりません。これは出てきておりますか。公共施設の方は、もう今

回で２回もこのように多額の、当町にとってはものすごい大きな額なわけですよ。その

辺あたりの、やはり基金の管理状況というのは、私は本当に生ぬるいなというふうに言

わざるを得ないですよ。議長からしゃべられるまでもなくですね。こういったような制

度が作ったものの区分としてはあがってきていないというふうなのが言えるのではな

いでしょうか。このようなものになっていないのだから、いろいろな事業の展開にも、

有効なものに発展していかないのではないかなというふうに思うのですがどうですか。

もう１点、この点。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村上久男君 ） 

基金の管理、年度途中の管理等につきましてご質問いただいたものと思っております

が、予算で基金積立金を計上いたしますと、当然積み立てをしなければならないわけで

すが、予算執行する段階で、併せまして、その資金の管理というのもしっかりやってい

かないと、例えば交付税、うちの方30億から入ってくるわけですが、それらが段階的

に入ってきますので、積み立てる額を、資金というものを確保しながら実際には管理を

していくというふうなことになるものと思いますが、それからもう一つ、基金の管理に

つきましては決算年度、決算の時期というのがなくて３月までに、要するに管理をする

といいますか、 終的な調整をする、調整後の額というのが、決算の額が載ってくるの

が、基金の場合は３月現在というふうなことになっております。そういう意味からも、

資金管理と予算の執行管理をしっかりしながら、年度途中で調整をしていくというふう

なことになるものと思っております。 

例えば財政調整基金等を積み立てる場合に、予算計上をしても、例えば何か災害等が

起きた場合、年度途中でも基金を取り崩すのではなくて、年度途中で、基金の予算の増

減の補正予算を組む場合があるわけです。そういうふうな場合等は、基金の予算につい

て年度途中で調整をすると、補正予算を組むというふうな場合もありますので、 終的

に３月までには資金等と併せながら、資金計画と併せながら、積み立てていくというふ

うな管理をしているのが実態でございます。 
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なお、当然資金等に余裕がある場合には、特に基金等につきましては定期預金等に積

み立てをしながら管理をしているというふうなことになるものでございます。以上でご

ざいます。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

今の論法はすぐ分かります。ただ、作ったその制度、まだ積み立てていなくても、こ

ういうふうなものに書いておかなければ、積み立てたのか、ならないのか分からないで

はないですか。その欄はありますか、この基金に関する調書で。どうですか。そうしま

すと、その積立額が、今回はこのようにやっていたのだなというふうなものがすぐに分

かるではないですか。その欄もないではないですか。どうなのですか、この辺は。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 村上久男君 ） 

予算書の場合には、途中での執行額というのはなかなか、年度途中で動いております

ので、なかなか、そういうことを、明細を出すとかということは、なかなか厳しいので

はないかなと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

理解とかそういうふうな問題ではなくて、この基金に実際に積み立てになったのか、

あるいは取り崩したのか、その移動状況がどのようになっているかというのが、この基

金に関する調書なのですよ。ですから、積み立てなければ積み立てなくていいのではな

いですか。その意味分からないですかね。ですから、積み立てなければ積み立てなくて、

まだ積み立てになっていないのだな、それは一番 後の３月なら３月にやったらいいの

ではないですか。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

大変失礼いたしました。 

例月監査の調書でございますが、今の意向を踏まえながら、今までおっしゃるとおり
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のような状況の整理になっておりましたが、意向を踏まえながら整理をさせていただき

ましてご報告いたしますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから議案第１号を採決します。この採決は起立によって行います。議案第１号、

平成21年度葛巻町一般会計補正予算（ 第３号 ）は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立多数です。 

したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

ここで11時 25分まで休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １１時１０分 ） 

（ 再開時刻 １１時２５分 ） 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

次に日程第２、議案第２号、平成21年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補正

予算（ 第１号 ）を議題とします。 

これから質疑に入ります。質疑ありませんか。橋場委員。 

 

橋場清廣委員 

８ページの賦課徴収費の中での臨時事務の補助員賃金、これは収納を高めるためにと

いうふうな説明があったと思います。どのような具体的な対策を講じているのかお伺い

します。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 入月俊昭君 ） 

一つは資格審査というのですか、他保、社保、いろいろあるわけでございますが、そ

の資格審査等を再点検しながら、やはり今ある国民健康保険税の、今の賦課係等と協力
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をしながら、できるだけでも、その滞納整理に向けるような方法、特にいろんな調書の

作成とか、いろんなものを併せてやろうと思っておりました。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

橋場委員。 

 

橋場清廣委員 

当然目的、あるいは効果というものを、ある程度のものを描いて、そして対策を講じ

るということであろうと思います。 終的に、この効果をどの辺に求めているのか、そ

の点をお伺いします。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 入月俊昭君 ） 

非常に経済情勢が厳しいわけでございますけれども、やはりその中で税の公平感とい

うものは、やはり確保していかなければならないと思っておりますので、やはり徴収体

制といいますか、お願いできることは、ある程度秘密性もございますし、全部それを預

けるというわけにはいかない、我々の仕事なわけでございますが、その中で事務的なも

の等を今整理しようと思っておりますし、また、電話催告とかいろんなものの補助をし

ていただこうと思っておりました。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

橋場委員。 

 

橋場清廣委員 

そうすると、ちょっと見方を変えれば、今の徴収体制に必要な、いわゆる整理、そう

いった支援というか、そういうことなのかなと。いわゆる直接これが収納を高めるため

のものではなくて、その体制のための土台といいますか、そういったものを整えておく

というような、そういった感じに感じられますけども、そのようなことでよろしいでし

ょうか。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 入月俊昭君 ） 

それらもございますし、それをやってくことによって、当然収納率にも影響すると思

います。 
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委員長（ 高宮一明君 ） 

ほかに。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

繰越金 54,000,000 円ほど出まして、それで枯渇しておりました基金の方へ

30,000,000 円積み立てる補正予算が主体なわけでございますが、この繰越金から

30,000,000 円になりまして、息をついたというようなことにはならないと思っており

ますけども、この基金へ積み立てられた一番の要因はどのように考えておられるでしょ

うか。 

そしてまた、２点目は去年と今年度の予算、１番の療養給付費の部分は、現在どのよ

うな感じでいるでしょうか。 

それから、この財政調整基金30,000,000円を持ってほっとしていては、本当に大変

なことになってまいります。インフルエンザでも出てまいりますと、大変なことになっ

てまいりますので、こういったような部分はどのような、30,000,000 円で十分だと思

っているのか、その見通しについてお伺いをいたしたいと思います。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 入月俊昭君 ） 

これまでに至った経緯等でございますけども、国におきましては10月時点でその年

の医療費の推計を行っておるわけでございますが、当町の昨年度の状況を見ますと、後

半といいますか、その後半の医療費が、わりと落ち着いたというか、伸びなかったとい

うような状態でございました。 

そのような中で、昨年度後期高齢の制度が改正になったというようなことで、医療給

付費が80,000,000円ほど減額されたわけでございますけども、前年度の、前期の後期

高齢者制度の関係が196,226,000円ほど増になったというような経緯がございますし、

歳出におきましても一般の給付費が65,170,000円ほど増加をいたしましたのですけれ

ども、退職分の医療費、これが80,000,000円ほど減になったというようなこと等が大

きな原因になったのかなと思ってございます。そのようなことで51,000,000円ほどの

資金が収支決算となったというような経過でございます。 

しからば、これは今後どのように考えていくかというようなことになりますと、国の

指導といいますか、によりますと、少なくても、その医療費の５パーセントほど以上の

基金を持つような指導があるわけでございます。 

そのようなことから、今現在で算定をいたしますと、47,000,000 円ほどの金になる

わけでございますが、先ほど柴田議員さんおっしゃるとおり、このような非常に、新型

のインフルエンザとか、予期もしない医療費等が出てまいりますと、数千万円の金は必

要になるというようなことでございますので、できれば、その５パーセントといいます

か、今30,000,000円ほどの基金になっておるわけでございますけれども、やはり１か
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月の医療給付費等を考えれば、その倍程度の基金を持ちたいなというふうなのが、今私

ども事務方で想定しておるところでございますので、医療費の動向、あるいは経済の動

向等を見ながら、もう少し基金の積み立てをがんばってまいりたいと思っております。

それが、強いては安心、安全の医療の給付になるのかなと思っておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 入月俊昭君 ） 

大変失礼をいたしました。 

医療費の給付を昨年度と比べますと、20 年度では 697,742,000 円ほどになっており

ましたし、19 年度は 710,492,000 円ほどになってございます。若干減少しているとい

うような状況でございます。失礼しました。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

この繰越金の大きな要因、後半医療費が落ち着いたというふうなことで、特に後期高

齢者の制度の影響が大きかったというふうなことになりますが、これも先ほどの質問で

はないのですが、後期高齢者制度を見直ししたいというふうな、新政権への移行になれ

ば、そのようなことが言われているわけですが、現在この後期高齢者の医療制度と国保

の関係について、なくなった場合にはどのようなお考えを持っておるでしょうか。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 入月俊昭君 ） 

政権交代して間もなくでございまして、今後どのような医療制度になるかというよう

なことは、まだ国の方からも県の方からも、はっきりしたものは示されていないという

ようなのが現状でございまして、報道にあるような内容しか、私どもも把握していない

というのが現状でございます。 

いずれ、過去におきましては老人保険制度ができ、このような高齢者医療制度ができ

たわけでございますが、ただ、今私が思うには、後期高齢者制度も決して悪い制度では

ないような気がいたしております。将来の医療負担等から考えれば、やはり何かの形で

は対策をとっていかなければ、高齢になってからの医療が給付されないというようなこ

とでございますので、今次の制度をどうということは、ちょっと私からはっきり申し上

げられないところですけれども、いずれ高齢になったときの医療制度につきましては、
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きちっとした対策をとってほしいという要望は伝えてまいりたいと思っております。 

 

委員長（ 高宮一明君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから議案第２号を採決します。この採決は起立によって行います。議案第２号、

平成21年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（ 第１号 ）は、原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

次に日程第３、議案第３号、平成21年度葛巻町簡易水道事業特別会計補正予算（ 第

１号 ）を議題とします。 

これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから議案第３号を採決します。この採決は起立によって行います。議案第３号、

平成21年度葛巻町簡易水道事業特別会計補正予算（ 第１号 ）は、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

次に日程第４、議案第４号、葛巻町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題と

します。 

これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 
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異議なしと認めます。 

これから議案第４号を採決します。この採決は起立によって行います。議案第４号、

葛巻町国民健康保険条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

次に日程第５、議案第５号、葛巻町国民健康保険事業財政調整基金条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから議案第５号を採決します。この採決は起立によって行います。議案第５号、

葛巻町国民健康保険事業財政調整基金条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

次に日程第６、議案第６号、固定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求め

ることについてを議題とします。 

 これから質疑に入ります。なお、本案は人事案件ですので、質問は私生活にわたら

ないようご注意願います。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。討論を省略して、採決に入りたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから議案第６号を採決します。この採決は起立によって行います。議案第６号、

固定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求めることについては、原案のとお

り同意することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第６号は原案のとおり同意されました。 

次に日程第７、議案第７号、財産の取得に関し議決を求めることについてを議題とし
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ます。 

これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから議案第７号を採決します。この採決は起立によって行います。議案第７号、

財産の取得に関し議決を求めることについては、原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

次に日程第８、議案第８号、財産の取得に関し議決を求めることについてを議題とし

ます。 

これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これから議案第８号を採決します。この採決は起立によって行います。議案第８号、

財産の取得に関し議決を求めることについては、原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

以上で、輝くふるさと常任委員会に付託されました案件の審査は全部終了しました。

これで、輝くふるさと常任委員会を閉会します。ご苦労様でした。 

 

（ 閉会時刻 １１時４３分 ） 


